
420　　素数および文化

第12表　　　ラジオ・テレビジョン聴取（視）概況

本声は大阪中央放送局が集計したものである机　普及牢については各年の10月1日現在世帯数をもって府統計課で算

出した。
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422　　社会保障

第22草　　社　会　　保　　障

（1）　社　会　保　険

A　健　康　保　険

鮭頗保険は昭和2年以来実施されているもっとも古い歴史をもつ社会保険制度であって，この保険は会社，工場，

商店等の従業員およびその家族の傷病，分ペん，死亡等に対し経済的負担を軽減して勤労者の生活の安定と健康の保

持増進を図ることを目的とするものである。この保険事業の運営を行うものには政府が直接事業経営体となって行う

ものと，従業員の多い工場，銀行，会社等が厚生大臣の認可を得て自主的に事業を行う健辟保険組合管掌のものとが

ある。近年産業経済界の発展とともに社会保障制度の葦要性が詔漉され，その加入利用は増加の一途をたどりつつ

あり，国民皆保険の掛声とともに今後一層の増加が予想される。

大阪府における昭和33年度の事業概況をみると政府㌍掌保険適用事業所数は34（Ⅹ1，被保険者数871293名で昨年

度よりそれぞれ8．2％，5．2％の増加を示し，保険の給付面では給付総件数6696337（前年度比4・9％減）・稔給付金

額8姫55怒万円（前年度比9．8％増）を示している。また給付状況を被保険者と被扶養者別にみると，前者は給付

件数42001刀（6％滅），給付金額74鮭9232万円（1C．3％増），後者は給付件数2757（込3（2・1％滅）・給付金額

13倍6347万円（7．1％増）となっている。なお組合管掌健康保険の方は昭和別年2月末月現在で組合数117，被保険

者数58〕876名となっている。

B　厚生年金保険

厚生年金保険は昭和17年から実施され，昭和刀年5月に全面的改正が行われて制度の整備と合理化か岡られ†現在

に至ったものであるが，健康保険のような疾病と異なり長期保険であって，会社，工場，商店等の雇用従業員を被保

険者としてその被保険者に対し老齢のため働くことが出来なくなったときは老齢年金・病気や負傷のため一定の廃疾

になったときは障害年金（または障害手当金）が，被保険者の死亡による遺族に対しては遺族年金が，厚生年金保険

を脱退したときには脱退手当金が支給されることになっており，保瞼者には政府が当＿つている。しかし老齢年金の給

付はまだ全面的に行われていないが．これまでに納入された保険料から保険給付に支出された分を控除した残額は将

来の給付に使用される準備積立金として蓄積され，この積立金の一部は勤労者の住宅や，病院建設資金として事業所

に還元融資され，生活安息健暁の保持に有効に活用されている。大阪掛二おける昭和33年度の事業概況をみると適

用事業所数は365朗（前年度比9．3％増），被保険者数12181酎名（前年度比6・8％増）で，それに対する厚生年金

支給済覇は9位087白万円（前年度比10．1％増）となっているO

C　匡l民健康保険

国民健康保険は健康保険の適用をうけない一般国民を対象とし，その医療費支出の重圧を軽減するため・昭和13年

4月に国民健康保険法が制定され，国民健康保険組合が保険者としてこの経営に当っていたが，昭和23年における組

合主義を市町村公営主義とする改正を契機として幾多の変化を経て，昭和30年8月国庫補助の義務化による助成の強

化等により普及面及び事業面に着々その成果をあげているD

大阪府下における昭和33年度の国民健康保険の事業概況をみると，国民鮭康保険を実施している団体数は48・国民

健康保険平均被保険者数は459防3名で，それに対する総給付費用鰍ま11位6駆4万円となっており・前年に対し

それぞれⅩ）％，21％，3〕％の伸びを示しているo

D　船　員　保　険

船員保険は昭和15年6月から施行された船員保険法にもとづいて政府が実施しているものである〇一この保険は施行

以来現在に至るまで数次にわたる制度の改正が行われ，船員のために，前記の健疑保険，厚生年金保険及び次にのペ

る失業保険をも含むような総合的保険制度として，被保険者に対し給付を行っているものである0
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大阪府下における昭昭33年度の船員保険の事業概況をみると船舶所有数は2弧，被保険者数12409名で，それに対

する船員保険の支給決定額は2億1℃1万円となっている。

（2）　失　業　保　険

失業保険は昭和22年から実施され，勤労者が失菜した場合に生活の安定を図るため，政府が保険者となって運営さ

れているものであるが，近年失業保険に対する認識が高まり，適用事業所数および被保険者数は毎年増加の一途をた
どっている。

大阪府における昭和33年u月末現在で，失業保険適用事業所数は25321（前年度比6．1％増），一般失業保険被保

険者数は1076荘8名（前年度比6・2％増）となり・昨年より相当の増加を示している。これに対し失業保険の給付

状況は一般失業保険金の受給実人員は月平均37（蔦3人（前年比44・3％増）となり，またその給付額も受給人員の増

加に伴い，月平均29010万円（前年度比46．6％増）となっている。

（3）　労　災　保　険

労働者災害補償保険は昭昭22年から実施され労働者が業虜上の事由により負傷，疾病，廃疾，死亡等の災害を受

けた場合に災害稀慣金を支給して保護するとともに，それに必要な保険施設を運営し，政府が保険者となってこれを

管掌しているものである。近年経済の発展とともに反面労働者の災害は年々増加の傾向にある。

大阪府下における昭和C3年度の労災保険の状況は，災害補償費の組付件数2∞765件（前年度比同）仁補償金額17億

5525万円（前年比0・4％増）を示している。これを各保障費ごとに分けてみると療養補償費の142379件（0．7％増），

4位9531万円（6・8％増），障害補償費の7臨4件（0・1％増），6倍78刃万円（0，3％減），休業補償農の餌騰件

（2％城主3倍8（カ1万Pj（1■3％増ゝ遺族補償費の310件（0・9ヲ∠減），1億7167万円（7・9％軌　そ甲他（葬祭

料，打切補償費）の327件（6％減），2約8万円〔15．9％増），となっている。（カッコ内は前年度比）。

（4）　社　会　福　祉

A　生　活　保　護

生活保護は昭和禿年5月に公布された生活保護法によって憲法に規定する最低限度の生活の保障を実現しようとす

るもので，生活困窮者に対して同が必要な保護を行い，その自立を助長することを目的としている。この法律は制定

以来数次にわたる改正が行われ，保護の躍類としては現在生活扶助，．教育扶助，住宅扶助，医察扶助，出産扶助，生

業扶助，葬祭扶助，の7種類があるが，出産扶助以下のものは該当するものが少ないので，統計表では一括してその

他として計上している。

大阪府こおける被保護人員は昨年よりやや増加しており，（1．1％），保護費は昨年より29474万円（10．9％）増

となっているけ

またこれらの保護を行うために設けられている施設は年々拡充整備され，その進展は目ざましいものがあるが，現

在大阪府におけるこれら採譜施設は，昭和封年3月末日現在で70カ所あり，この種類別内訳は養老施設25，更生施設

12，医療保護施設21，救護施設4，授産施設2，宿所提供施設6で，これらの施設は府市町村，社会福祉法人の設置

したものに分かれている。

B　児　童　保　護

児童福祉法は昭和22年に公布され，児童の保護育成を達成するように施行されているものであるが，制定以来種々

の改正が加えられ，現在，大阪府には児童福祉後閑として児童相談所6ヵ所，児童福祉司25名，児童委員3，141名

がある。また底童福祉法による児童福祉施設は昭和封年3月末現在で，総数4∞ヵ所あり，この種類別内訳は助産施

設8，乳児院6，母子栗27，保育所刀6，児童厚生施設14，養護施設42，梼福薄弱児施設5，し体不自由児施設1，

教護院1がある。



424　　社会保障

第1表 政　　府　　管　　掌　　健　　康
本葬は，社会保険出張所よりの報告にもとすいて作成されたものである。健康保険は5人以上の従業者

保　　険　　適　　用　　状　　況
を有する法令に定められた事業所に適用される。
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和 33　　　　　　　　　　　年

7　　　　月 8　　月巨　　可10　月巨1
336：泊　　　　　33844

872873　　　　875747

15039　　　　　151〔6

34（遼2　　　　34222

875149　　　870478

15286　　　15911

月巨2　月

昭　　和　　34　　年

1　　月 2　　　月l3　　　月

（注）単位：所，人，円。　　　資　料　大阪府民生部保険課。

第2表　　　　　　　　＿政　　府　　管　　掌　　健　　廉
本末は各社会保険出張所よりの報告にもとすいて作成されたもので各年度中にかんする数字である。

（注）単位：件，円。　　　資　料　　大阪府民生部保険課。

第3表　　　　　　　　　厚　　　生　　　年　　　金　　　保
奉天は各社会保険出張所よりの報空にもとすいて作成されたものである。厚生年金は5人以上の従業者

（注）単位：所，人，円。　　　　資　料　　大阪府民生部保険課。

第4表　　　　　　　　　厚　　　▼生　　　年　　　金　　　保
本家は各社会保険出張所よりの報告にもとすいて作成されたもので．各年度やにかんする数字である。

区

（注）単位：件，円。 資　料 大阪府民生部保険課。
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を有する厚生年金法第16条に指定された粟種の雫某所に適用される。
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本表は国民健康保険実施市町村よりの報告にもとすいて作成された各年度中にかんするものである

点

資　料　　大阪府民生部保険課。
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第　7　表
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年

資　料　大阪府民生部保険課。
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第　9　表 般　　　失　　　業　　　保

本郎各公共賎業安財の晰もとすいて一般労鞠者について作成された大阪府にかんするものであ暮
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（注）単位：件，人，　　　資　料　　大阪府労働部職業安定課。

第10表　　　　　　　　　労　　　　炎　　　　保　　　　険
本表は大阪府下の各労働基準監肯署において各月に支払った労働者災害補償雷にかんするものである．
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る。失業保険は昭和23年に開始された政府青草の保険で．被保険者は法規により当然被保険者と任意包括
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（注）単位：世帯，人。　　　　資　料　　大阪府民生部保護課。

第12表　　生活保革法による保護費支出状況
本葬は「厚生省報告例」にもとすいて作成されたものである。この保護管は各月に実際に支出された金飯を計上した
ものであって．俣靂人員とは一致しない。しかし昭和34年3月については4．5月の出納整理期の支出分も含んでいる。

（注）単位：円 資　料 大阪府民生部保護課，大阪市民生局保護課。

第13表　　　生活保護法による保護費交付状況
本表は「厚生省報告例」にもとすいて作成されたものである．ここの保靂費は各月に実際に交付された金森を各市別

に計上したものであって保護人見とは対応しない。
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165　296

二・も75：丈）

13759〕

170375　　　1

143316

141593

122　416

70834

174741

147556

117912
56516

115570

1（：忘572

3513588

167543二）

2226464

102263

9二女〕733

40438

3928伯

9110日〕
7説〕391
7532∈拓
214892
777079

識926
2971訪

247558

13119018　△　　179663

13119018　ム　　179663

35（文）045　上土　　　13543

1672750　△　　　　2髄0

2218449　∠ゝ　　　　8015

肇042　△
934825

37561　△
：B3∈舶　△

∝）7D二刀　△
722778　△
742935　△
2137日二）　∠1

771618　△

386126　△
678719　△

4　221

4（刃2
2877
8％1

4（：抱〕
37613
10360
1132
5461

18慧；

239767　一△　　　　7791

10775　△　　　57735

（往）単位＝円。△印は不足額である。　　　資　料　　大阪府民生部保護乱　大阪市民生局保護課。

第14養　　　生括保護法による収容保護状況
木皮は昭和封牛3月よ現在で「厚生省報告例」にもとすいて作成されたものである。

施
者

女

資　料　　大阪府民生部保護課，大阪市民生局保護課。

第15表　　　婦　　人　保　護　　状　況
本友は「厚生省報告例」にもとずいて作成されたもので．たまも．青馬各努が新設されたが首略してある

年

昭　和　　弱　年　度

（注）単位：円，人。

総　　　　　　　　数

ムー＿旦⊥旦＿人員卜委　託　料

1526　　49754　　6813586

1622　　44785　6168704

17C6　　4663〕　6422良二将

1875　　487二転　74338潔〕

708　　66173　8615140

光　　　寮

人　員l延人員l委　託　料
生　　野　学　　園

人　員1延人員1委　託　料

フォ〕　　23721　3：55∈57

752　　2〕184　　27日1036

845　　　22172　　3〔64140

910　　　22758　　3469921

柑8　　20145　3か0930

資　料　　大阪府民生部保護課。

∈6　　26033　　3557729
870　　24説）1　3337668
∈妬0　　　24458　　3：葉月46g
∈転5　　25978　　3953（右9

2柑　　24576　3900776



第16表　　　児童福祉法による児童福祉施設数
本表は，昭和34年3月末日現在で「厚生省報告例」にもとすいて作成されたものである。母子寮．保育所著書施設の

技術蠣昌は指導員．俣増を対象とし各施設に医師1名を含む。

施　　　　　設 施　　設　　数
計　　1事　務　職　員l技　術　騒　且1そ　　の　　他

収

総　　　　　　数

助　産　施　設

乳　　児　　院

母　　子　　寮

保　　育　　所

児童厚生施設

養　護　施　設

精神薄弱児施設

し体不自由児施設

教　　護　　院

4（氾　　　　　　3055

8　　　　　　　　　397

6　　　　　　　　　143

27　　　　　　　　1モカ

2∈6　　　　　　19：6

14　　　　　　　　　－31

42　　　　　　　　649

7
3
　
0
0
　
亜

356　　　　　　2249

54　　　　　　　　　279

16　　　　　　　　109

21　　　　　　　　103

161　　　　　　　1123

31

55　　　　　　　　説：－4

亜0　527世帯

フ

】

　

5
⊥

蒜世物

糾
　
1
8
　
品

2
2
　
■
　
Ⅶ
　
　
ュ
2
　
1
1
　
7

つ
‘

（注）単位：所，人，

第17表

資　料 大阪府民生部児童課大阪市民生局児童課。

児童福祉施設収容実人　員
本表は「厚生省報告例」にもとすいて作成された各年度における1カ月平均の数字である。但し昭和31年度は昭和

33年3月末日現在のものである。

乃
　
　
4
9
u
　
刀

、
∴
川
　
∴
、
∴

O
U
　
　
　
　
3

⊥

院

（注）単位：人 資　料　　大阪府民生部児童諜及び大阪市民生局児童課。

第1‡表　　　結　婚　あ　っ　▼旋　状　況
本表は「厚生省報告例」にもとすいて作成されたものである。

件
女

（注）単位：件， 資　料　　大阪府立夕隠丘結婚相談所。

l

‘

蓄

■
仰
l
l
邸
t
廊
t
j

建
一


